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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アセトイン含有量が３００μｇ／１００ｇ以下となるようにデキストリンを選択して原
料とし、
　前記デキストリンは、澱粉が酵素反応又は酸処理により分解されたものであり（ただし
、アミロペクチンを６－α－グルカノトランスフェラーゼで低分子化して得られたデキス
トリン、及び澱粉加水分解物から精製された分岐デキストリンを除く。）、
　製造された粉末状清涼飲料用組成物のデキストリン含有量が、当該粉末状清涼飲料用組
成物を液体と混合して得られる清涼飲料におけるデキストリンに由来するアセトイン濃度
が８質量ｐｐｂ以下になるように、当該粉末状清涼飲料用組成物の組成を調整することを
特徴とする、粉末状清涼飲料用組成物の製造方法。
【請求項２】
　前記デキストリンのＤＥ値が２０以下である、請求項１に記載の粉末状清涼飲料用組成
物の製造方法。
【請求項３】
　原料としてさらに、可溶性茶固形分を用いる、請求項１又は２に記載の粉末状清涼飲料
用組成物の製造方法。
【請求項４】
　前記可溶性茶固形分が、烏龍茶、緑茶、ルイボスティー、紅茶、花茶、及びハーブ茶か
らなる群より選択される１種以上の可溶性茶固形分である、請求項３に記載の粉末状清涼
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飲料用組成物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、賦形剤等としてデキストリンを用いているにもかかわらず、澱粉臭等のいわ
ゆるデキストリン臭が少ない粉末状清涼飲料用組成物、及び当該粉末状清涼飲料用組成物
の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無糖のストレート茶飲料市場が急成長している。すぐに飲める液状のペットボト
ルに充填された茶飲料に加えて、インスタント粉末茶も、その手軽さに加えて、嵩張らず
、持ち運びに便利なことなどから注目を浴びている。インスタント粉末茶は、一般的に、
茶葉より抽出されたエキスに、賦形剤としてデキストリンを溶解させた後、乾燥させるこ
とにより調製される。この際に用いられるデキストリンとしては、茶本来の味を損なわな
いようにするため、甘味の少ないＤＥ（Ｄｅｘｔｒｏｓｅ　Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ）値の
低いデキストリンがしばしば利用されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　一方で、ＤＥ値の低いデキストリンは、いわゆる澱粉臭などのデキストリン特有の臭気
（デキストリン臭）が強く、風味上好ましくない影響を与えるという問題がある。ＤＥ値
の低いデキストリンのうち、分枝部分を含んだ分枝デキストリンは、直鎖状のものに比べ
てデキストリン臭が少ないため、インスタント粉末茶の製造においてＤＥ１０以下の分枝
デキストリンを賦形剤として用いることにより、デキストリン臭を低減する方法が開示さ
れている（例えば、特許文献２参照。）。その他、澱粉からヘキサナール、２－ヘプタノ
ン、ヘプタノール、トリメチルベンゼン、ノナナール、ＢＨＴアルデヒド、及び酢酸とい
った異臭成分を除去して精製する方法として、澱粉を超臨界流体又は液相流体と接触させ
、前記異臭成分を前記超臨界流体又は液相流体に溶解させて除去する方法も開示されてい
る（例えば、特許文献３参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特公平３－３５８９８号公報
【特許文献２】特許第３２８５３８１号公報
【特許文献３】特開２００３－１３７９０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　分枝デキストリンは、澱粉を酵素処理することにより得られるものであり、工程が複雑
であり、製造コストも割高になる。また、特許文献３に記載の澱粉の精製方法は、超臨界
流体抽出法を利用するため、特別な装置が必要な特殊な方法であり、簡単に実施できるよ
うなものではない。
　さらに、デキストリン臭の原因物質も未だ不明であるため、どのような精製方法により
精製すればデキストリン臭の少ないデキストリンになるのかについても、未だ有効な知見
はない。
【０００６】
　本発明は、賦形剤等としてデキストリンを用いているにもかかわらず、デキストリン臭
が少ない粉末状清涼飲料用組成物、及び当該粉末状清涼飲料用組成物を製造する方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究した結果、デキストリンに含有される多
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数のアロマ成分とデキストリン臭との相関を調べ、アセトインの含有量がデキストリン臭
と強い相関があること、及びアセトインがデキストリン臭を呈する一要因成分であること
を見出し、本発明を完成させた。
【０００８】
［１］　本発明の第一の態様に係る粉末状清涼飲料用組成物の製造方法は、アセトイン含
有量が３００μｇ／１００ｇ以下となるようにデキストリンを選択して原料とし、前記デ
キストリンは、澱粉が酵素反応又は酸処理により分解されたものであり（ただし、アミロ
ペクチンを６－α－グルカノトランスフェラーゼで低分子化して得られたデキストリン、
及び澱粉加水分解物から精製された分岐デキストリンを除く。）、製造された粉末状清涼
飲料用組成物のデキストリン含有量が、当該粉末状清涼飲料用組成物を液体と混合して得
られる清涼飲料におけるデキストリンに由来するアセトイン濃度が８質量ｐｐｂ以下にな
るように、当該粉末状清涼飲料用組成物の組成を調整することを特徴とする。
［２］　前記［１］の粉末状清涼飲料用組成物の製造方法としては、前記デキストリンの
ＤＥ値が２０以下であることが好ましい。
［３］　前記［１］又は［２］の粉末状清涼飲料用組成物の製造方法としては、原料とし
てさらに、可溶性茶固形分を用いることが好ましい。
［４］　前記［３］の粉末状清涼飲料用組成物の製造方法としては、前記可溶性茶固形分
が、烏龍茶、緑茶、ルイボスティー、紅茶、花茶、及びハーブ茶からなる群より選択され
る１種以上の可溶性茶固形分であることが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明により、デキストリンを含有しているにもかかわらず、デキストリン臭が少ない
粉末状清涼飲料用組成物が得られる。当該粉末状清涼飲料用組成物から、異臭の少ない、
風味の良好な清涼飲料が調製できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】参考例１において、デキストリンのアセトイン含有量と、デキストリン臭の強さ
との関係を示した図である。
【図２】参考例１において、デキストリンのアセチルフランの含有量（ピーク面積値）と
、デキストリン臭の強さとの関係を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明及び本願明細書において、「粉末状清涼飲料用組成物」とは、水や牛乳等の液体
に溶解又は分散させることによって清涼飲料を調製し得る粉末状の組成物を意味する。粉
末状清涼飲料用組成物は、固体のため、安定的に長期保存が可能である。
　また、「清涼飲料」は、乳酸菌飲料、乳及び乳製品を除く、酒精分１容量パーセント未
満を含有する飲料を意味する。
【００１２】
　本発明及び本願明細書において、「粉末」とは粉粒体（異なる大きさの分布をもつ多く
の固体粒子からなり、個々の粒子間に、何らかの相互作用が働いているもの）を意味する
。本発明及び本願明細書において、「粉末」には、「顆粒（粉末から造粒された粒子（顆
粒状造粒物）の集合体）」も含まれる。
【００１３】
　本発明に係る粉末状清涼飲料用組成物の製造方法（以下、「本発明に係る組成物の製造
方法」ということがある。）は、アセトイン含有量が３００μｇ／１００ｇ以下であるデ
キストリンを原料とすることを特徴とする。後記参考例１に示すように、デキストリンに
含有されるアロマ成分とデキストリン臭の強度の相関を調べたところ、アセトイン含有量
とデキストリン臭の強度は正の相関があり、アセトイン濃度の高いデキストリンほど、デ
キストリン臭が強い。そこで、粉末状清涼飲料用組成物を製造する際に、賦形剤等として
、アセトイン含有量が比較的少ないデキストリンを用いることにより、製造された粉末状
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清涼飲料用組成物を水等の液体と混合させることにより、デキストリン臭の少ない清涼飲
料を調製することができる。
【００１４】
　本発明に係る組成物の製造方法により製造される粉末状清涼飲料用組成物としては、水
等に溶解等させることにより清涼飲料が製造可能なものであれば特に限定されるものでは
ない。本発明においては、嗜好性飲料が好ましく、茶飲料、コーヒー、ココア、又はこれ
らの混合飲料がより好ましく、茶飲料がさらに好ましい。
【００１５】
［デキストリン］
　本発明において用いられるデキストリンのアセトイン含有量は、３００μｇ／１００ｇ
以下であり、１５０μｇ／１００ｇ以下が好ましく、１２０μｇ／１００ｇ以下がより好
ましく、１００μｇ／１００ｇ以下がさらに好ましく、５０μｇ／１００ｇ以下がよりさ
らに好ましい。アセトイン含有量がより低いデキストリンを選択して用いることにより、
デキストリン臭のより少ない清涼飲料を調製し得る粉末状清涼飲料用組成物が得られる。
【００１６】
　なお、本発明及び本願明細書において、デキストリン等のアセトイン含有量は、ダイナ
ミックヘッドスペースガスクロマトグラフ質量分析（以下、「ＤＨＳ－ＧＣＭＳ」）法に
より測定することができる。ＤＨＳ－ＧＣＭＳ法において用いるカラムとしては、アセト
インが他の物質から分離して検出可能なものであれば特に限定されるものではないが、液
相がポリエチレングリコールのものが好ましい。
【００１７】
　本発明において用いられるデキストリンとしては、アセトイン含有量が低いことに加え
て、ＤＥ値が低いものが好ましい。ＤＥ値が低いデキストリンほど甘味が少なく、粉末状
清涼飲料用組成物の原料として用いた場合に、当該清涼飲料本来の味に対する影響を小さ
くすることができる。本発明において用いられるデキストリンとしては、ＤＥ値が２０以
下のものが好ましく、ＤＥ値が１０以下のものがより好ましい。
【００１８】
　本発明において用いられるデキストリンとしては、澱粉を酵素反応又は酸処理により分
解した後、各種精製法を施すことにより得られたものを用いることができ、市販されてい
るデキストリンを用いることもできる。また、市販されているデキストリンを、アセトイ
ン含有量を低減させるように精製したものを用いてもよい。当該精製方法としては、例え
ば、アセトインの溶解性が高いがデキストリンの溶解性は低い有機溶剤にデキストリンを
接触させることによって当該有機溶剤にデキストリン中のアセトインを溶出させた後、当
該有機溶剤をデキストリンから除去する方法が挙げられる。当該有機溶剤としては、例え
ば、エーテル等が挙げられる。なお、デキストリンにアセトインが含まれていること、及
びアセトインがデキストリン臭の一要因であることは、本発明の発明者らによって初めて
見出された知見である。
【００１９】
　本発明に係る組成物の製造方法においては、組成物全体に対するデキストリンの含有量
を、製造された粉末状清涼飲料用組成物を液体と混合して得られる清涼飲料におけるデキ
ストリンに由来するアセトイン濃度が８質量ｐｐｂ以下になるように調整することが好ま
しい。清涼飲料のアセトイン濃度を８質量ｐｐｂ以下にすることにより、デキストリン臭
を顕著に低減することができ、風味を改善することができる。本発明に係る組成物の製造
方法において製造される粉末状清涼飲料用組成物のデキストリンの含有量は、当該粉末状
清涼飲料用組成物から調製された清涼飲料のアセトイン濃度（飲用時のアセトイン濃度）
が、５質量ｐｐｂ以下となる量であることが好ましく、４質量ｐｐｂ以下となる量である
ことがより好ましい。
【００２０】
［茶飲料の可溶性固形分］
　本発明に係る組成物の製造方法により製造される粉末状清涼飲料用組成物が、茶飲料を
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製造するための粉末状組成物（茶飲料用組成物）の場合には、原料として、可溶性茶固形
分を用いる。可溶性茶固形分は、植物の葉や花、種子、茎等の茶原料から抽出された可溶
性の固形分であり、粉末であってもよく、水溶液であってもよい。保存安定性が良好であ
るため、本発明においては、粉末の可溶性固形分を原料とすることが好ましい。
【００２１】
　本発明において原料となる可溶性茶固形分としては、１種類の茶原料から調製された可
溶性茶固形分であってもよく、２種類以上の茶原料からそれぞれ別個に調製された可溶性
茶固形分の混合物であってもよく、２種類以上の茶原料の混合物から抽出された可溶性茶
固形分であってもよい。本発明において用いられる可溶性茶固形分としては、例えば、烏
龍茶、緑茶、紅茶、花茶（茶葉に花の香りを付けた茶、又は花を茶原料とする茶）、ルイ
ボス茶、ハニーブッシュ茶、マテ茶、麦茶、はと麦茶、野菜茶（野菜を茶原料とする茶）
、コーン茶、ハーブ茶、漢方茶（複数種類の生薬を茶原料とする茶）、豆茶、きのこ茶、
玄米茶、はぶ茶（ハブソウ（Senna　occidentalis）又はエビスグサ（Senna　obtusifoli
a）の種子を茶原料とする茶）、チコリー茶、アロエ茶、又は羅布麻茶の可溶性茶固形分
が挙げられる。花茶としては、ジャスミン茶、桂花茶等が挙げられる。ハーブ茶の原料と
なるハーブとしては、例えば、カモミール、ハイビスカス、ローズヒップ、ペパーミント
、ミント、レモングラス、レモンバーム、ラベンダー、ローズマリー、タイム、シナモン
等が挙げられる。なかでも、本発明において、粉末状清涼飲料用組成物の原料として用い
られる可溶性茶固形分としては、烏龍茶、緑茶、ルイボスティー、紅茶、花茶、及びハー
ブ茶からなる群より選択される１種以上の可溶性茶固形分が好ましい。
【００２２】
　粉末又は液状である茶飲料の可溶性固形分は、常法により製造することができ、また、
市販されているものを用いてもよい。例えば、粉末状の可溶性固形分は、烏龍茶葉、ルイ
ボス茶葉等の茶原料から熱水を用いて可溶性の固形分を抽出し、得られた抽出物を乾燥す
ることにより得られる。茶原料から可溶性固形分を抽出する際の温度や抽出時間は、茶原
料の種類や所望の飲料品質を考慮して適宜決定することができる。例えば、茶原料から可
溶性固形分を抽出する水の温度は、冷水（０～１０℃）であってもよく、常温（１５～２
５℃）であってもよく、微温湯（３０～４０℃）であってもよく、６０～１００℃の高温
であってもよい。得られた抽出物の乾燥方法としては、凍結乾燥、噴霧乾燥、真空乾燥等
が挙げられる。また、茶原料からの抽出物は、乾燥前に、必要に応じて濃縮してもよい。
当該濃縮方法としては、熱濃縮方法、冷凍濃縮方法、逆浸透膜や限外濾過膜等を用いた膜
濃縮方法等の汎用されている濃縮方法により行うことができる。
【００２３】
［その他の原料］
　本発明に係る組成物の製造方法においては、デキストリンは、賦形剤、結合剤、又は増
粘剤の少なくとも一部として用いられる。当該製造方法においては、製造する目的の清涼
飲料の種類や望まれる品質特性によって、デキストリン以外にも様々な成分を含有させる
。当該成分としては、甘味料、酸味料、果汁、香料、着色料、酸化防止剤、ｐＨ調整剤、
増粘剤、乳化剤、賦形剤、結合剤、流動性改良剤（固結防止剤）、乳原料、クリーミング
パウダー（クリームの代用として、紅茶、コーヒー等の嗜好性飲料に添加される粉末）等
が挙げられる。また、必要に応じて、茶類やハーブ、焙煎したコーヒー豆等を抽出するこ
となく微粉砕したものを混ぜてもよく、レモンピール、オレンジピール等の果皮を混ぜて
もよい。
【００２４】
　甘味料としては、砂糖、ショ糖、オリゴ糖、ブドウ糖、果糖等の糖類、ソルビトール、
マルチトール、エリスリトール等の糖アルコール、アスパルテーム、アセスルファムカリ
ウム、スクラロース等の高甘味度甘味料、ステビア等が挙げられる。
　酸味料としては、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸などの有機酸が挙げられる。
【００２５】
　果汁は、粉末状であってもよく、液状であってもよい。粉末果汁としては、１００％果
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汁の凍結乾燥品、真空乾燥品、又は噴霧乾燥品でもよく、デキストリン等の固体担体と共
に乾燥することによって、当該固体担体に固定化されたものでもよい。固体担体としてデ
キストリンを用いる場合、当該デキストリンとしては、アセトイン含有量が３００μｇ／
１００ｇ以下のものを用いる。この際に、アセトイン含有量が低く、かつ低ＤＥ値である
デキストリンを用いることが好ましい。液状の果汁としては、果物から圧搾した果汁その
ものであってもよく、濃縮果汁であってもよい。
【００２６】
　香料としては、飲食品に配合可能な香料の中から、清涼飲料の種類等を考慮して適宜選
択して用いることができる。例えば、シトラスフレーバー、アップルフレーバー、ピーチ
フレーバー等の果物の香りの香料を用いることにより、果物の香りのする清涼飲料を製造
することができる。その他、ジャスミン等の花の香りのフレーバーを用いることにより、
花の香りのする清涼飲料を製造することができる。
【００２７】
　酸化防止剤としては、例えば、ビタミンＣ（アスコルビン酸）、ビタミンＥ（トコフェ
ロール）、ＢＨＴ（ジブチルヒドロキシトルエン）、ＢＨＡ（ブチルヒドロキシアニソー
ル）、エリソルビン酸ナトリウム、没食子酸プロピル、亜硫酸ナトリウム、二酸化硫黄、
クロロゲン酸、カテキン等が挙げられる。
【００２８】
　ｐＨ調整剤としては、例えば、クエン酸、コハク酸、酢酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸。
グルコン酸等の有機酸や、リン酸等の無機酸、炭酸カリウム、炭酸水素ナトリウム（重炭
酸ナトリウム）、二酸化炭素等が挙げられる。
【００２９】
　増粘剤としては、麦芽糖、トレハロース等の糖類、難消化性デキストリン、ペクチン、
グアーガム、カラギーナン等の食物繊維、カゼイン等のタンパク質等が挙げられる。
【００３０】
　乳化剤としては、例えば、モノグリセライド、ジグリセライド、有機酸モノグリセライ
ド、ポリグリセリンエステル等のグリセリン脂肪酸エステル系乳化剤；ソルビタンモノス
テアレート、ソルビタンモノオレエート等のソルビタン脂肪酸エステル系乳化剤；プロピ
レングリコールモノステアレート、プロピレングリコールモノパルミテート、プロピレン
グリコールオレエート等のプロピレングリコール脂肪酸エステル系乳化剤；ショ糖ステア
リン酸エステル、ショ糖パルミチン酸エステル、ショ糖オレイン酸エステル等のシュガー
エステル系乳化剤；レシチン、レシチン酵素分解物等のレシチン系乳化剤等が挙げられる
。
【００３１】
　デキストリン以外の賦形剤や結合剤としては、麦芽糖、トレハロース等の糖類、難消化
性デキストリン等の食物繊維、カゼイン等のタンパク質等が挙げられる。なお、賦形剤や
結合剤は、造粒時の担体としても用いられる。
　流動性改良剤としては、微粒酸化ケイ素、第三リン酸カルシウム等の加工用製剤が用い
られてもよい。
【００３２】
　乳原料としては、全脂粉乳、脱脂粉乳、ホエイパウダー等が挙げられる。
【００３３】
　クリーミングパウダーは、ヤシ油、パーム油、パーム核油、大豆油、コーン油、綿実油
、ナタネ油、乳脂、牛脂、豚脂等の食用油脂；シヨ糖、グルコース、澱粉加水分解物等の
糖質；カゼインナトリウム、第二リン酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、脱脂粉乳、乳
化剤等のその他の原料等を、望まれる品質特性に応じて選択し、水に分散し、均質化し、
乾燥することによって製造できる。本発明において原料として用いられるクリーミングパ
ウダーとしては、植物性油脂と、コーンシロップ等の澱粉加水分解物と、乳タンパク質と
を少なくとも含むものが好ましく、乳脂肪分と乳タンパク質とを少なくとも含むものであ
ってもよい。
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【００３４】
　クリーミングパウダーは、例えば、食用油脂をはじめとする原料を水中で混合し、次い
で乳化機等で水中油型乳化液（Ｏ／Ｗエマルション）とした後、水分を除去することによ
って製造することができる。水分を除去する方法としては、噴霧乾燥、噴霧凍結、凍結乾
燥、凍結粉砕、押し出し造粒法等、任意の方法を選択して行うことができる。得られたク
リーミングパウダーは、必要に応じて、分級、造粒及び粉砕等を行ってもよい。
【００３５】
［製造］
　本発明に係る組成物の製造方法は、賦形剤、結合剤、又は増粘剤の少なくとも一部とし
てデキストリンを用い、かつ原料として用いられるデキストリンとしてアセトイン含有量
が３００μｇ／１００ｇ以下のデキストリンを用いる以外は、他の清涼飲料を製造するた
めの粉末状組成物と同様にして製造できる。例えば、全ての原料が粉末の場合には、デキ
ストリンを含む全ての原料をそのまま混合することによって、粉末状清涼飲料用組成物が
製造される。また、粉末原料と液状の原料を用いる場合、粉末の原料を全て予め混合し、
得られた混合粉末に、液状の原料の混合液を噴霧して乾燥させることによって、粉末状清
涼飲料用組成物が製造される。その他、水、アルコール類、グリセリン類、又はこれらの
混合溶媒に溶解させたデキストリンを、固形状のその他の原料を全て混合した混合物の造
粒時噴霧した後、得られた造粒物を乾燥させることによっても、粉末状清涼飲料用組成物
が製造される。
【００３６】
　本発明に係る組成物の製造方法により製造された粉末状清涼飲料用組成物としては、ア
セトイン濃度が１００μｇ／１００ｇ以下であることが好ましく、７０μｇ／１００ｇ以
下であることがより好ましく、６０μｇ／１００ｇ以下であることがさらに好ましい。組
成物全体のアセトイン濃度が少ないほど、デキストリン臭がより少なく、嗜好性の高い清
涼飲料を製造可能な粉末状清涼飲料用組成物になる。
【００３７】
　本発明に係る組成物の製造方法により製造された粉末状清涼飲料用組成物は、飲用１杯
分を小パウチなどに個包装したり、使用時に容器から振り出したりスプーンで取り出した
りして使用するように瓶などの容器に数杯分をまとめて包装して商品として供給すること
もできる。個包装タイプとは、スティック状アルミパウチ、ワンポーションカップなどに
清涼飲料１杯分の中身を充填包装するものであり、容器を開けて指で押し出すなどの方法
で中身を取り出すことができる。個包装タイプは、１杯分が密閉包装されているので取り
扱いも簡単で、衛生的であるという利点を有する。
【実施例】
【００３８】
　次に実施例及び参考例を示して本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は以下の実施
例等に限定されるものではない。なお、以下の実施例等において、特に記載がない限り、
「％」は「質量％」を意味する。
【００３９】
＜アセトイン含有量の測定＞
以降の実施例及び参考例において、デキストリン及び粉末状組成物のアセトイン含有量は
、ＤＨＳ－ＧＣＭＳ法により測定した。
　具体的には、まず、デキストリン粉末又は粉末状組成物３０ｇを精製水に溶解させて１
００ｍＬにメスアップし、デキストリン又は粉末状組成物の水溶液を調製した。当該水溶
液１０ｍＬを２０ｍＬ容ガラスバイアルに入れ、下記の条件でＤＨＳ－ＧＣＭＳにかけた
。アセトインの標準試薬はシグマアルトリッチ社製を用い、シクロヘキサノール（和光純
薬社製）を内部標準として用いた。
【００４０】
＜ＤＨＳ－ＧＣＭＳ条件＞　　　　　　　　
ＤＨＳ装置：ＧＥＲＳＴＥＬ　ＤＨＳ（ＧＥＳＴＥＬ社製）
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ＧＣＭＳ装置：Ａｇｉｌｅｎｔ　７８９０Ａ　ＧＣ　Ｓｙｓｔｅｍ／５９７５Ｃ　ｉｎｅ
ｒｔ　ＸＬ　ＭＳＤ（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製）
分離カラム：ＩｎｅｒｔＣａｐ（登録商標）　ＷＡＸ　ＨＴ（０．２５ｍｍ×６０ｍ）（
液相：ポリエチレングリコール）（ＧＬ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ社製）
解析ソフトウェア：Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｄｅｃｏｎｖｏ
ｌｕｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ｖｅｒ．２．７
）（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ社製）／Ｍａｓｓ　Ｐｒｏｆｉｌｅｒ　
Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ（ｖｅｒ．　Ｂ１２．０１）（Ａｇｉｌｅｎｔ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｉｅｓ社製）
【００４１】
［参考例１］
　市場に販売されている粉末状のデキストリン６種（デキストリンＡ～Ｆ）について、含
有されているアロマ成分とデキストリン臭について調べた。
　各デキストリンのデキストリン臭は、嗜好性パネラー５名により、５段階（１がデキス
トリン臭が最も弱く、５がデキストリン臭が最も強い。）でスコア付けをして評価した。
各嗜好性パネラーが付けた点数を平均し、平均スコアを評価とした。
　また、各デキストリンのアロマ成分について、一斉分析（定性）を行った。各デキスト
リンのアセトイン含有量は、前記の通り測定した。また、アセトイン以外のアロマ成分に
ついても、それぞれ適した標準試薬を用いた以外はアセトインと同様にしてＤＨＳ－ＧＣ
ＭＳにて測定した。
　ＧＣＭＳによって得られた測定データを用い、メタボローム解析を行ったところ、デキ
ストリン臭とアセトイン濃度に高い相関関係を見出した。
【００４２】
【表１】

【００４３】
　各デキストリンのデキストリン臭の評価結果とアセトイン濃度を表１及び図１に示す。
また、今回確認できたアロマ成分の多くは、図２に示すアセチルフランのように、デキス
トリン臭の強度とデキストリン中の濃度との相関が確認できなかった。
【００４４】
［参考例２］
　デキストリン臭が弱くアセトイン含有量が少なかったデキストリンＡと、デキストリン
臭が強くアセトイン含有量が多かったデキストリンＦとを各比率でブレンドした混合物に
ついて、参考例１と同様にしてデキストリン臭の官能評価を行った。各混合物の混合比率
、デキストリン臭の評価結果、及びアセトイン濃度を表２に示す。この結果、デキストリ
ンＦの含有比率が高くなるほどデキストリン臭が強くなり、アセトイン濃度が３００μｇ
／１００ｇ以下のデキストリンでは、デキストリン臭の評価が３以下であった。
【００４５】
【表２】

【００４６】
［実施例１］
　茶飲料を製造するためのデキストリンを含有する粉末状組成物を製造し、そのデキスト
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　具体的には、まず、ルイボス茶パウダー（ルイボス茶の可溶性固形分のパウダー）にデ
キストリンを配合した５種類の組成物（サンプルＡ、Ｃ～Ｆ）、及び烏龍茶パウダー（烏
龍茶の可溶性固形分のパウダー）にデキストリンを配合した１種類の組成物（サンプルＢ
）を調製した。各サンプルは、使用するデキストリンの種類や含有量を変えてアセトイン
含有量を表３に示す量に調製した。各サンプルについて、１杯あたり１ｇ（サンプルＢは
１．５ｇ）を９０℃の温水１５０ｍＬに溶解させてルイボス茶及び烏龍茶を調製した。各
サンプルについて、参考例１と同様にして組成物自体のアセトイン含有量を測定し、得ら
れた測定値から、当該組成物から調製された茶飲料のアセトイン濃度（飲用時のアセトイ
ン濃度）を算出した。また、各サンプルについて、参考例１と同様にしてデキストリン臭
を評価した。
　また、対照として、市場に販売されている粉末状のデキストリンを含有する緑茶用粉末
組成物（市販品Ａ）について、製造元により提供されている標準レシピ（パッケージに記
載されている推奨レシピ）の濃度で９０℃の温水に溶解させて緑茶を調製した。調製され
た緑茶についても同様にして、粉末自体のアセトイン含有量を測定して得られた測定値か
ら調製された緑茶のアセトイン濃度を算出し、さらにデキストリン臭を評価した。測定及
び評価結果を表３に示す。
【００４７】
【表３】

【００４８】
　この結果、デキストリン臭が強かったサンプルＥのルイボス茶及び市販品Ａの緑茶は、
飲用時のアセトイン濃度が１０ｐｐｂ以上であった。これに対して、組成物のアセトイン
含有量が１２０μｇ／１００ｇ以下であり、飲用時のアセトイン濃度が８質量ｐｐｂ以下
であるサンプルＡ～Ｄ、Ｆは、デキストリン臭が少なく、風味が良好であった。これらの
結果から、茶飲料の種類にかかわらず、アセトイン含有量が少ないほど、デキストリン臭
が弱く、風味が良好であることがわかった。
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